
広報しもだ ２０１２.１月号 －６－

乳がんは、日本人女性の20人に1人がかかるといわれていますが、早期発見・治療による効果が

非常に高い病気です。自己触診を毎月行うとともに、2年に一度はぜひ検診を受けましょう。

早期発見・早期治療が大切です 予約・問合せ先 健康増進課健康づくり係 緯鰻2217

乳がん検診を受けましょう！

神
戸
市
立
博
物
館
に
『
下
田
年

中
行
事
』
の
一
部
の
写
し
が
所
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
。
御
庭
番
（
※
注
）

お

に
わ
ば
ん

が
集
め
た
そ
う
で
、
江
戸
幕
府
に

よ
る
情
報
収
集
に
舌
を
巻
い
た
覚

え
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
下
田
に
つ
い
て
、

丸
ご
と
記
録
し
て
あ
る
の
が
、
平

井
平
次
郎
の
著
し
た
『
下
田
年
中

行
事
』

巻
で
す
。
天
保

年（
１

８７

１４

８
４
３
）９
月
、
畢
生
の
大
事
業
を

ひ
っ
せ
い

完
成
さ
せ
た
平
次
郎
は
翌

月
、

１０

歳
で
死
去
し
ま
し
た
。

６９『
年
中
行
事
』

巻
の
内
、
第

８７

３４

巻
は
欠
け
て
お
り
、
残
り
全
体
の

お
よ
そ
３
分
の
１
に
あ
た
る

巻
２５

に
は
、
し
み
な
ど
の
汚
れ
、
一
部

欠
損
が
見
ら
れ
ま
す
。
特
に
第
３４

巻
前
後
の
巻
は
、
そ
れ
が
甚
だ
し

く
、
津
波
を
潜
り
抜
け
て
の
非
常

持
ち
出
し
の
際
に
、潮
水
に
つ
か
っ

た
か
、
飛
沫
が
掛
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

は
平
成

年
に
補
修
済
で
す
。

１１

安
政
東
海
地
震（
１
８
５
４
）後

の
大
津
波
で
、
下
田
の
町
は
ほ
ぼ

全
滅
し
、町
会
所（
町
役
場
の
前
身
）

に
あ
っ
た
記
録
類
も
消
滅
し
ま
し

た
。そ
う
し
た
危
機
的
状
況
で
、『
年

中
行
事
』の
み
守
ら
れ
た
の
は
、
町

会
所
職
員
の
本
書
へ
寄
せ
る
思
い

の
強
さ
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
で

し
ょ
う
。

資
料
・
記
録
が
消
失
す
る
こ
と

は
、
歴
史
の
消
失
を
意
味
す
る
こ

と
だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

稀
有
の
歴
史
記
録『
年
中
行
事
』は

そ
の
逆
の
象
徴
的
な
例
と
い
え
ま

す
。
な
お
、
私
た
ち
が
折
に
触
れ

て
、
こ
の
書
を
利
用
で
き
る
の
は
、

森
義
男
氏
の
翻
刻
に
注
い
だ
情
熱

も
り
よ
し

お

と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
。

（
下
田
市
史
編
纂
室

佐
々
木
忠
夫
）

地地地
域
に
業
績
を
残
し
た
下
田
の
人
々

地地
域
に
業
績
を
残
し
た
下
田
の
人

地
域
に
業
績
を
残
し
た
下
田
の
人
々々

乳がん検診 検診 0 で予約を受 付 ます

会 場日 程会 場日 程

市 民 文 化 会 館
２月２３日（木）市民スポーツセンター２月７日（火）

２月２４日（金）白 浜 公 民 館２月８日（水）

中 央 公 民 館２月２７日（月）静岡県下田総合庁舎２月９日（木）

朝 日 公 民 館２月２８日（火）
下 田 市 役 所

２月１１日（土）

河 内 公 会 堂２月２９日（水）２月１２日（日）

市 民 文 化 会 館
３月１日（木）稲梓基幹集落センター２月１３日（月）

３月２日（金）稲 生 沢 公 民 館２月１５日（水）

中 央 公 民 館３月３日（土）賀 茂 医 師 会 館２月１６日（木）

稲梓基幹集落センター
３月５日（月）

須 崎 漁 民 会 館２月１７日（金）

田 牛 区 集 会 所中 央 公 民 館２月１８日（土）

道の駅開国下田みなと

３月６日（火）下 田 市 役 所２月１９日（日）

３月８日（木）
道の駅開国下田みなと

２月２１日（火）

３月９日（金）２月２２日（水）

受付時間 （午前の部）午前９時～１１時

（午後の部）午後１時～２時
※３月５日（月）のみ午前９時～午前１０時３０分

午後１時～午後２時３０分

※
注
８
代
将
軍
・
徳
川
吉
宗
が
設
け
た

将
軍
か
ら
直
接
の
命
令
を
受
け
て

秘
密
裡
に
諜
報
活
動
を
行
っ
た
幕

府
の
役
職
の
こ
と
。

平井平次郎

対 象 者 ①４０歳以上で偶数年齢の女性

（平成２４年４月１日現在）

②がん検診推進事業（乳がん検診）

対象者（８月末無料クーポン券郵送済）

次のいずれかに該当する方は受診できません。
ａペースメーカーを装着している方
ｂ授乳中又は卒乳（断乳）直後の方
ｃ妊娠中又は妊娠の可能性がある方
ｄ豊胸手術をしている方

ｅ乳房温存治療後の方
ｆＶ－Ｐシャント（脳室腹腔短絡術）施行者

※背の曲がった方で支えが無ければ背を伸ばし立っ
ていられない方は避けてください（予約してあっ
ても当日に受診をお断りする場合があります）。

申込方法 日程表の中から希望日時をご予約ください。

※生理１週間前の受診は避けてください。
※受付開始後数日間は、電話がつながりにくい場合
がありますので、ご了承ください。

申込期間 １月１６日（月）から

受付時間 午前８時３０分～午後５時（平日のみ）

募集定員 １日３２人（先着順）

料 金 １，５００円

※ただし、次の方は無料です。
ａ７０歳以上の方
ｂ６５歳以上で後期高齢者医療被保険者証のある方
ｃがん検診推進事業で無料クーポンを持参した方

『『『
下
田
年
中
行
事
』を

著
し
た
平
井
平
次
郎

『『
下
田
年
中
行
事
』

『
下
田
年
中
行
事
』をを

著
し
た
平
井
平
次

著
し
た
平
井
平
次
郎郎

『
下
田
年
中
行
事
』を

著
し
た
平
井
平
次
郎

ひ
ら

い

へ
い

じ

ろ
う

上下水道課では、使用料の多額の未納金対策として、

未納金徴収方法を検討してきました。その結果、当水道

事業では水道料金未納者に対して、次の条件により給水

停止を行います。

水道料金を

納付期限内に水道料金のお支払いがない場合に｢未納通

知書｣｢催告書｣をお送りします。この指定期限内にお支払

いがない場合は、担当者が電話連絡及び戸別訪問等をし

ます。それでもお支払いいただけない場合は、｢給水停止

予告通知書｣を送付し、指定期限を過ぎてもお支払いがな

い場合は、｢給水停止通知書｣により、やむを得ず給水停

止を執行します。

給水停止 は

水道事業は独立採算を原則としており、事業運営に要

する費用は、水道料金でまかなっており、料金をお支払

いしていただかないと水道事業の運営に支障をきたす恐

れがあります。

そのため再三にわたる請求にもかかわらず、料金をお

支払いいただけない場合には、お客様の公平性を確保す

るうえでも水道料金をお支払いいただけないお客様に対

しては、民法第５３３条・水道法第１５条第３項及び下田市

水道使用条例第４４条第１項第１号の規定に基づき、給水

停止ができることになっております。
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「

歳
未
満
の
扶
養
親
族
」の

16申
告
が
漏
れ
て
い
る
と
ど
う
な
る
？

「

歳
未
満
の
扶
養
親
族
」
は
、

１６

市
・
県
民
税
の
非
課
税
限
度
額

（
市
・
県
民
税
の
均
等
割
・
所
得

割
を
課
税
す
る
か
ど
う
か
判
定
す

る
基
準
と
な
る
所
得
金
額
の
こ
と
）

の
計
算
に
使
い
ま
す
。
こ
の
記
入

が
な
い
と
、
今
ま
で
非
課
税
だ
っ

た
方
や
均
等
割
の
み
だ
っ
た
方
の

市
・
県
民
税
が
、
来
年
度
か
ら
増

え
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
申
告
の
方

法
は
、「

歳
未
満
扶
養
親
族
」
の

１６

欄
が
新
た
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
の

で
忘
れ
ず
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

事
業
所
の
皆
さ
ま
へ

市
で
は
平
成

年

月

日
よ

２３

１２

１９

り
電
子
申
告
「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ

ル
タ
ッ
ク
ス
）」
の
受
付
を
開
始
し

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
業
所

の
方
か
ら
ご
提
出
い
た
だ
い
て
い

る
申
告
書
や
届
出
書
等
に
つ
い
て
、

郵
送
や
窓
口
に
出
向
く
こ
と
な
く
、

パ
ソ
コ
ン
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
手
続
き
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

詳
し
い
内
容
に

つ
き
ま
し
て
は
、

税
務
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。（

税
務
課

本
間

奈
巳
）

－７－ 広報しもだ ２０１２.１月号

申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

市
・
県
民
税
の
申
告
が
始
ま
り

ま
す
。

市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
市
・

県
民
税
の
基
と
な
る
ほ
か
、
国
民

健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料
、
保

育
料
等
を
正
し
く
計
算
す
る
上
で

重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

特
に
今
回
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

平
成

年
度
か
ら
の
市
・
県
民
税

２４

の
扶
養
控
除
及
び
寄
附
金
税
額
控

除
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

扶
養
控
除
に
つ
き
ま
し
て
は
、

歳
未
満
の
扶
養
控
除
が
廃
止
さ

１６れ
、

歳
以
上

歳
未
満
の
扶
養

１６

１９

控
除
の
上
乗
せ
部
分
も
廃
止
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

歳
未
満

１９

の
方
を
扶
養
し
て
い
る
方
の
市
・

県
民
税
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、

歳
未
満
の
方
に
つ

１６

い
て
扶
養
控
除
の
適
用
は
な
く
な

り
ま
す
が
、
市
・
県
民
税
に
お
い

て
は
「
非
課
税
限
度
額
」
を
計
算

す
る
た
め
に

歳
未
満
の
方
に
つ

１６

い
て
も
扶
養
親
族
の
申
告
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

vol.41

納期限内に納入しましょう！ 問合せ先 上下水道課業務係 緯鰻1200

水道料金未納者は給水停止します

給水停止を す は

「経済的理由により

指定期限までにお支払いができない…」

「水道を止められたのですが、

すぐに使えるようにしてほしい…」など

このような場合、原則として未納料金を全額お支払い

いただかないと給水停止を解除することができません。

お支払いが困難なお客様には、上下水道課業務係へ連

絡するか、もしくは窓口へお越しいただき、今後のお支

払い計画や納入方法等についてご相談ください。

給水停止ま

納
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
…

な
お
、
納
付
い
た
だ
け
な
い
方

催

告

書

給

水

停

止

執

行

給
水
停
止
予
告
通
知
書

納

入

通

知

書

未

納

通

知

書

納
付
が
な
い
方

納
付
い
た
だ
け
な
い
方


